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第１章　就職活動編

 1　「就活」の流れ
　新卒者の採用については、「企業の求人情報の公開」→「募集開始」→「応
募」→「採用試験」→「面接」→「内定通知」→「承諾書等の提出」→「入
社」という過程を経る企業が一般的です。

　就職活動期間は、内定・採用等の出来事によって区切られており、労働者
と使用者の間の法律的な関係もそれぞれの期間によって異なります。

内定期間や試用期間がない場合もありますが、基本的な流れは変わりません。

 2　企業の情報を事前に収集する

就職活動においては、情報収集をきちんと行い、求人情報を正しく
把握することが大切です

　学校のキャリアセンターをはじめ、ネット情報、就職情報サイトや企業説
明会など必要な情報を入手するためには様々な方法があります。
　採用選考時や入社時にトラブルに巻き込まれないためにも、事前にきちん
と情報収集を行いましょう。

新卒者は、新卒者を募集する企業に請求することで、幅広い職
場情報※を得ることができます。

※職場情報…①募集・採用に関する状況（採用者・離職者数等）
②職業能力の開発・向上に関する状況
　（研修の有無及び内容等）
③企業における雇用管理に関する状況
　（前年度の月平均所定外労働時間の実績、育児休業取

得者数等）
　これら①～③について応募者から求めがあった場合、企業は情報提
供をしなければなりません。（若者雇用促進法第 13 条）
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